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1. はじめに 

 本工事は、赤川流域の砂防事業の一環として、岩菅沢流域において上流域からの流出土砂の

調整を目的とした砂防堰堤を築造する工事です。 

施工箇所は前年度、堰堤施工部の左岸側にて崩落が発生した場所であり、更には上流 100m

付近の岩菅沢第八砂防堰堤においては、右岸袖部に変位が発生している場所です。 

 工事施工中、地山崩落に対する安全対策施設を設置し、現場で作業する人達の安全を確保す

る必要があると考えました。 
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2. 安全対策について 
 施工箇所が崩落土砂の堆積地帯であり、掘削作業において、地すべり性の変状が現れた

ために、土砂災害防止対策として次の事項について安全対策をとりました。 
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① 広範囲ターゲットの設置 
移動土塊の観測を遠隔にて行う為に、現場内に観測杭を打ち込み、観測杭に反射ターゲ

ットを取り付け光波距離測定器にて観測し、x 座標、y 座標、標高を測定し、移動土塊の変

位を観測しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       反射ターゲット設置位置を撮影 
作業開始前に反射ターゲットの観測を行い、移

動土塊の変位が 10 ㎜を超えた場合や降雨の際に

は作業を一時中止し、1 時間ごとに反射ターゲッ

トの観測を行うことにしました。 
1 時間当たり 2 ㎜を作業中止の基準とし、作業

するに当たり監視人を配置しながら作業を行い

ました。 
反射ターゲットの設置により、移動土塊の動き

を遠隔にて観測することにより、地すべりの動き

を安全に観測することができました。 



 
② 伸縮計の設置 

作業開始前の安全確認については広範囲ターゲットの設置にて確認できるが、作業中に

ついても土砂崩落が発生する可能性があります。 
そこで、現場内のクラック発生箇所に伸縮計を設置し、1 時間当り 2 ㎜の変動があった場

合にはサイレン及びパトランプにて現場内に知らせる措置をとりました。 
警報装置が作動した際には、作業を一時中止し、現場代理人もしくは職長の指示に従い、

避難場所へ速やかに避難するように打合せや安全訓練等で周知しました。 
 
            伸縮計設置図、設置写真 

 

③ 変位計の設置（岩菅沢第八砂防堰堤） 
現場内での地すべりの他に、上流域の第八砂防堰堤でも変位が発生しており、下流での

作業に危険を及ぼす可能性があります。 
そこで、第八砂防堰堤の変位箇所に伸縮装置を設置しました。 
第八砂防堰堤の右岸垂直壁袖部と側壁の間に伸縮装置を設置し時間 2 ㎜の変動があった

場合には下流の第七砂防堰堤施工箇所に警報装置にて知らせる装置です。 
変位についての警報装置作動基準や、避難方法については伸縮計と同様としました。 
 

第八砂防堰堤変位箇所を撮影 
 
 
 
 
 
 
 

右岸側の法面崩落により 

垂直壁右岸袖部が水通し 

側に 15 ㎝スライド 



 
第八砂防堰堤 変位計設置図 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

変位計設置写真          第七砂防堰堤施工箇所に警報装置設置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、週初めと降雨の後には、第七砂防堰堤と第八砂防堰堤の間に河道閉塞等が無いか

確認を行い、土砂災害の恐れが無いか確認しました。 
 
 
3. おわりに 
 今回、これらの安全対策を行い、現場で作業する人達の安全を確保する事ができました。 
しかし、これらの対策にて安全がすべて保たれるわけではありません。予想をはるかに

超える土砂災害はいつ襲って来るかはわかりません。最も重要なのは、現場で作業を行う

作業者一人一人が地山崩落地帯での作業の危険性を十分理解したうえで緊急時、いかにそ

の場から安全に避難できるかではないでしょうか。 
 今回のような土砂災害防止対策が類似する現場において参考になればと思います。 
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この区間の相対距離変動を計測しています 

（時間 2 ㎜の変位を観測すると警報装置作動） 


